
ＡＭＬ／ＣＦＴ管理態勢の構築手法

① 全ての顧客に対して、具体的・客観的な根拠に基づき、商品・サービス、取引形
態、国・地域、顧客属性等に係るマネロン・テロ資金供与リスクの評価結果を総
合して顧客リスク評価を実施し、低リスク先顧客の中からSDD 対象顧客を選定
すること

② 定期・随時に有効性が検証されている取引モニタリングを適用して、SDD対象
顧客の取引が把握され、不正取引等を的確に検知するための態勢を構築して
いること

③ SDD 対象顧客についても、取引時確認等を実施し、顧客情報が更新された場
合には、顧客リスク評価を見直した上で、必要に応じて顧客管理措置を講ずる
こと（SDD 対象顧客に対して顧客リスク評価の見直しを実施した場合に、再度
SDD 先と整理することを妨げるものではありません）

ＳＤＤとするための「一定の条件」①
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●テーマ番号 ２－２
●放映タイムスケール 19：27～25：23
※赤字箇所が制度改正箇所です。



ＡＭＬ／ＣＦＴ管理態勢の構築手法

以下（注１）から（注３）までも、リスク分析にあたって考慮することが考えられます。

（注１）法人や営業性個人は、取引関係者や親子会社等、関与する者が相当に存
在することが多く、法人や営業性個人の行う取引に犯罪収益やテロリストに
対する支援金等が含まれる可能性が相応にあるものと考えられます。

（注２）本人確認済みでない顧客（1990 年 10 月１日より前に取引を開始した顧客
等）は、顧客情報が正確でないことによりリスク評価や疑わしい取引の検知
を適切に実施できない可能性があるため、本人確認済みでないという事実
や当該顧客の取引履歴データ等も踏まえてリスクを分析する必要があるも
のと考えられます。

（注３）直近１年間において、捜査機関等からの外部照会又は口座凍結依頼を受け
た実績がある顧客や疑わしい取引の届出実績のある顧客は、犯罪に関与
又は巻き込まれている等のリスクが相応にあるものと考えられます。

ＳＤＤとするための「一定の条件」②
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●テーマ番号 ２－２
●放映タイムスケール 19：27～25：23
※赤字箇所が制度改正箇所です。



ＡＭＬ／ＣＦＴ管理態勢の構築手法

• FAQ例示①から③を満たす場合

• 経常的に同様の取引を行う口座であって保有している顧客情報と当該取引が
整合するもの（給与振込口座、住宅ローンの返済口座、公共料金等の振替口
座その他営業に供していない口座）

※ SDD対象ではないのにSDDとしている場合のみならず、SDD対象であるのに
SDDとしない場合についても指摘の可能性があるので、留意

SDD対象顧客の例
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●テーマ番号 ２－２
●放映タイムスケール 19：27～25：23
※赤字箇所が制度改正箇所です。


